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上越市教育委員会規則第２号 

上越市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則 

上越市学校給食費徴収規則（昭和４８年上越市教育委員会規則第１４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第１項第１号中「４,８９０円」を「６，４６０円」に、「４，８６０円」を 

「６，４４０円」に改め、同項第２号中「５，６８０円」を「７，２５０円」に、   

「５，６００円」を「７，１８０円」に改め、同条第２項第１号中「２８０円」を「３７０

円」に、「３２５円」を「４１５円」に改める。 

第３条を次のように改める。 

（減免） 

第３条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認める

場合は、保護者に対して、学校給食費を減額し、又は免除することができる。 

 ⑴ 災害その他特別の事情により学校給食費の納付が困難な場合 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める場合 

第７条ただし書を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の上越市学校給食費徴収規則の規定は、令和８年４月以後の月分の学校給食費に

ついて適用し、同年３月までの月分の学校給食費については、なお従前の例による。 


